
【適時開示体制概要図】 

本社間接部門及び事業部門    

（関係会社含む）の情報所管部門 

［情報通報責任者：情報所管部門長］ 

適時開示 

コーポレートコミュニケーション室 

［情報取扱責任者：コーポレートコミュニケーション担当役員］ 

適時開示の該非判定、開示内容の決議 

情報開示委員会 

［委員長：コーポレートコミュニケーション担当役員］ 

適時開示の該非判定に必要な情報の収集、開示内容の作成 

情報管理部門：経営企画室（経営全般） 

       経理財務本部（決算情報等） 

       法務・コンプライアンスセンター（訴訟等） 

       コーポレートコミュニケーション室、総務部 

本社間接部門及び事業部門    

（関係会社含む）の情報所管部門 

［情報通報責任者：情報所管部門長］ 

決定事実・決算情報 発生事実 
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